
〇中津市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱 

令和６年３月 26 日中津市告示第 112 号 

 中津市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 中津市生ごみ処理容器等購入費補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則第９号。以下「規則」と

いう。）及び補助金等の交付手続に関する特例規則（平成１８年中津市規則第７号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 この補助金は、家庭の生ごみ処理容器等（以下「容器等」という。）の購入に

要する経費を市が補助することにより、家庭から排出される生ごみの減量化と再資

源化の促進を図ることを目的とする。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助金の

交付の対象となる容器等（以下「補助対象容器等」という。）を購入した者であっ

て、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。 

(１) 市内に住所を有し、居住していること。 

(２) 家庭から発生する生ごみについて、容器等による減量化又は堆肥化を行うこ

と。 

(３) 過去５年以内に補助金（附則第３項の規定による廃止前の中津市生ごみコン

ポスト化容器購入費補助金交付要綱（令和２年中津市告示第１５８号）による生

ごみコンポスト化容器購入費補助金を含む。）の交付を受けた容器等を、別表に

掲げる基数以上有する世帯に属しない者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しく

は暴力団員と密接な関係を有する者が行う補助事業に対しては、この補助金の交付

の対象としない。 

（対象製品の要件等） 

第４条 補助対象容器等の要件及び補助基準は、別表のとおりとする。 



（交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に市長が別に定める書類を添え

て、これを市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容

を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金額を確定したときは、補助金交付

（不交付）決定兼額確定通知書（様式第２号）により、速やかに申請者に通知する

ものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 前条による通知を受けた申請者（以下「補助決定者」という。）は、補助金

の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出し

なければならない。 

（状況調査） 

第８条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交

付決定を受けた対象製品の設置状況等の調査を行うことができる。 

（減量化義務） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、容器等を有効に活用し、ごみの減量に努めると

ともに、適正に維持管理を行わなければならない。 

（交付の決定の取消し） 

第１０条 市長は、補助決定者が規則第１４条第１項第１号に該当すると認める場合

において、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金交付決

定変更（取消）通知書（様式第４号）により補助決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の

全部又は一部の返還及び規則第１６条第１項に規定する加算金の納付を命ずるもの

とする。 

２ 前項の規定による補助金の返還及び加算金の納付期限は、当該補助金の返還を命

ぜられた日から起算して１０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る



金額に対して、規則第１６条第２項に規定する延滞金を課する。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失

効前に完了した補助事業における第５条から第１１条までの規定は、この告示の失

効後も、なおその効力を有する。 

 （中津市生ごみコンポスト化容器購入費補助金交付要綱の廃止） 

３ 中津市生ごみコンポスト化容器購入費補助金交付要綱は、廃止する。 

  



別表（第３条、第４条関係） 

補助対象 
補助率 交付額 補助基数 

名称 定義 

電気式生ごみ

処理機 

電気を使用し、生ごみ

を乾燥、減容、消滅及

び堆肥化できる機能

を有する機械 

１／２ ３０，０００円

を限度とする。 

１世帯１基ま

で 

生ごみコンポ

スト化容器 

屋外又は屋内で生ご

みを堆肥化するため

に専用に作られた容

器 

１／２ ２，５００円を

限度とする。 

１世帯２基ま

で 

 備考 

 １ 補助対象は、交付申請をする日が属する年度に購入した容器等とする。 

 ２ 補助対象経費は、容器等本体の購入費（消費税相当額を含む。）とする。 

 ３ 交付額は、１００円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとする。 

 ４ 中古品は、補助対象外とする。 


